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【法令改正解説その1】ポータビリティの拡大について
　既に本紙で何度かお知らせいたしましたが、これまで一部の制度間でしか認められていなかった個人単位での権利義

務および脱退一時金相当額の移換(いわゆるポータビリティ)の取り扱いが、平成17年10月より拡大されます。

　具体的には、次の取り扱いが可能になり、移換に際しては脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の引き継ぎを

行い、以後の給付設計は移換先の制度に従い運営されることになります。

q�厚生年金基金･確定給付企業年金間であらかじめ規約で資産移換できる旨を定めている場合には、加入者の申出に

より、脱退一時金相当額の移換を行うとともに、この移換が困難な場合は、企業年金連合会(以下「連合会」)で引受

けを行うこと

w�厚生年金基金･確定給付企業年金から、加入者の申出により企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金へ資産移換

を行うこと

■ポータビリティの拡大(左が現在、右が改正後の取り扱い)

(注1) 双方の規約においてあらかじめ給付の支給に関する権利義務の移転･承継を定めている場合、又はあらかじめ規約で資産移換でき

る旨を定めている場合。

(注2) 双方の規約に定めがある場合、給付の支給に関する権利義務の移転･承継を定めている場合のみ。

(注3) 基金加入期間のある者のみ。

(注4) 元の基金への復帰者のみ。

※厚生年金基金連合会は、平成17年10月より企業年金連合会と改称し、これまで厚生年金基金に対して行っていた通算事業(転退職で

企業の厚年基金から中途脱退した人の保険料や、解散した基金に積み立てられた原資を引き受けて運用し、複数の基金への加入歴を

通算して加入者に給付する業務)の対象を確定給付企業年金にも広げることになりました。

　今回は、これらポータビリティ拡大のうち、確定拠出年金に関する取り扱いについて、その概要をご紹介いたします。

1.取り扱いの概要

　確定拠出年金への資産移換の取り扱いについては、移換元の制度により、次のようになります。なお、適格退職年金は

今回のポータビリティ拡大の対象とはなっていません。

　必ず資産を移換しなければならない確定拠出年金制度間の移動と異なり、本人の任意により行うことになりますので、

前述のように申出の期限が定められており、この期限を過ぎた場合には移換できませんのでご注意ください。

■ポータビリティの相関図
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【１】確定給付企業年金又は厚生基金
から確定拠出年金への移換

確定拠出年金の加入者（運用指図者は不可）
前制度の加入資格を喪失したときから１年以
内かつ確定拠出年金の加入資格を取得した
時から３月以内の本人の申し出による。
脱退一時金相当額の算定基礎期間を確定拠
出年金の通算加入者等期間に算入する。

本人拠出分も含めた脱退一時金相当額を
移換し、全額事業主が拠出した掛金とみな
される。

【２】連合会から確定拠出年金への移換

左と同じ
確定拠出年金の加入資格を取得した時から
３月以内の本人の申し出による。

q中途脱退により連合会が脱退一時金相当
額を引き継いでいる場合
脱退一時金相当額の算定基礎期間を確定拠
出年金の通算加入者等期間に算入する。

w制度終了により連合会が残余財産を引き
継いでいる場合
加入者期間、加入員期間を確定拠出年金の
通算加入者等期間に算入する。

e平成１７年１０月1日以前に連合会に移換し
た者の取り扱い
現在厚生年金基金連合会は基金から期間計
算に必要な情報を引き継いでいないため、
これらの引き継ぎを開始する平成１７年１０月
1日以前に連合会に移換した者については、
確定給付企業年金の加入者期間又は引継前
厚生年金基金の加入員期間として本人が申
し出た期間を、確定拠出年金の通算加入者等
期間に合算する。
左と同じ

厚生年金
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企業年金

連合会
個人型

DC
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DC

青の点線が現行法
上可能なもの、赤の
実線が新たに可能
となるもの
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